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(57)【要約】
【課題】平面型ディスプレイ装置などの傾動部材を後方
へ倒しても、その上端部側が後方へ突出することを極力
抑制することのでき、水平状態に近い傾斜角度で画面に
表示されたキーボードを操作しても、安定的に姿勢保持
のできるスウィングヒンジを提供する。
【解決手段】ベース部材上に立設した一対の取付部材と
、この各取付部材に所定角度フリクション回転可能に取
り付けられ制御部材と、この各制御部材に取り付けられ
たガイドシャフトと、このガイドシャフトをそのスウィ
ングプレート部に設けた一対のガイド溝に挿通させて成
るスウィング部材と、このスウィング部材に取り付けら
れる傾動部材と、前記スウィング部材に揺動可能に取り
付けられたスプリング取付部材と、先端部を前記スプリ
ング取付部材に取り付けたゼンマイ部とで構成し、前記
傾動部材の後方への傾動に伴い前記スプリング取付部材
が当該ゼンマイ部を引き出されるように構成することで
解決した。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベース部材上に所定間隔を空けて立設した一対の取付部材と、この各取付部材に所定角
度フリクション回転可能に取り付けられた制御部材と、この各制御部材に取り付けられた
ガイドシャフトと、このガイドシャフトをそのスウィングプレート部に設けた一対のガイ
ド溝に挿通させて成るところの前後方向へ傾動可能なスウィング部材と、このスウィング
部材に取り付けられる傾動部材と、前記スウィング部材の前記スウィングプレート部の間
に前後方向へ揺動可能に取り付けられたスプリング取付部材と、前記取付部材の間に設け
られ先端部を前記スプリング取付部材に取り付けたゼンマイ部と、とから成り、前記傾動
部材を後方へ傾斜させて行くと前記スプリング取付部材が前記ゼンマイ部を引き出しつつ
傾動するように構成したことを特徴とする、スウィングヒンジ。
【請求項２】
　前記ガイドシャフトは、所定間隔を空けて複数本設けられることを特徴とする、請求項
１に記載のスウィングヒンジ。
【請求項３】
　前記スウィング部材には、前記ガイドシャフトを前記傾動部材の最大起立角度及び又は
最大傾斜角度で係止する係止手段が設けられていることを特徴とする、請求項１に記載の
スウィングヒンジ。
【請求項４】
　前記係止手段は、前記スウィング部材の各スウィングプレート部に複数設けられること
を特徴とする、請求項３に記載のスウィングヒンジ。
【請求項５】
　前記傾動部材は平面型ディスプレイ装置であって、この平面型ディスプレイ装置は、前
記スウィング部材に対して支持部材を介して取り付けられることを特徴とする、請求項１
に記載のスウィングヒンジ。
【請求項６】
　前記制御部材は、前記傾動部材の最大起立位置と最大傾斜角度からの傾動時において、
所定傾動角度前記スウィング部材より先に傾動するように構成されていることを特徴とす
る、請求項１に記載のスウィングヒンジ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶テレビジョン、プラズマテレビジョン、平面型モニターテレビジョン、
及びタブレット型ディスプレイ装置と称せられる各種平面型ディスプレイ装置を始めとす
る各種傾動部材が、その傾動時に上端部側が後方へ突出するのを抑えた上で、任意の傾斜
角度に安定、停止、保持できるスウィングヒンジに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、平面型ディスプレイ装置の傾斜角度を調節するヒンジとしては、特許文献１と２
に示したように、チルト機構を設けたチルトヒンジが主流である。この公知構成のチルト
ヒンジは、各部材名を本願発明に合わせて説明すると、装置本体或はスタンドに取り付け
た取付部材にヒンジシャフトを介して平面型ディスプレイ装置を取り付けた支持部材を回
転可能に連結し、ヒンジシャフトに取り付けたフリクションワッシャーやスプリングワッ
シャーを用いてフリクショントルクを創出させて、平面型ディスプレイ装置を任意の傾斜
角度で、停止保持できるように構成したものが、主流を占めている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－０９９０６５号公報
【特許文献２】特開２０１２－１５０１３９号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　これらの公知のチルトヒンジによれば、平面型ディスプレイ装置を後方へ倒すと、その
上端部が後方へ突出することから、後方にそのためのスペースを必要とする問題があった
。また、その構成上、タブレットのような平面型ディスプレイ装置は、これを起立させた
状態で視聴したり、或は水平状態から少し起こした状態で画面に表示されたキーボードを
操作する際には、何らかの支持装置（スタンド）を必要とするという課題もあった。
【０００５】
　本発明は上記従来技術の問題点を解決するためになされたもので、その目的は各種平面
型ディスプレイ装置をはじめとする各種傾動部材を後方へ倒しても、その上端部側が後方
へ突出することを極力抑制することのでき、さらに水平状態に近い傾斜角度で画面に表示
されたキーボードを操作しても、安定的に姿勢保持のできるスウィングヒンジを提供せん
とするにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的を達成するために請求項１に記載の発明は、ベース部材上に所定間隔を空けて
立設した一対の取付部材と、この各取付部材に所定角度フリクション回転可能に取り付け
られ制御部材と、この各制御部材に取り付けられたガイドシャフトと、このガイドシャフ
トをそのスウィングプレート部に設けた一対のガイド溝に挿通させて成るところの前後方
向へ傾動可能なスウィング部材と、このスウィング部材に取り付けられる傾動部材と、前
記スウィング部材の前記スウィングプレート部の間に前後方向へ揺動可能に取り付けられ
たスプリング取付部材と、前記取付部材の間に設けられ先端部を前記スプリング取付部材
に取り付けたゼンマイ部と、とから成り、前記傾動部材を後方へ傾斜させて行くと前記ス
プリング取付部材が前記ゼンマイ部を引き出しつつ傾動するように構成したことを特徴と
する。
【０００７】
　その際に、請求項２に記載の発明は、前記ガイドシャフトが、所定間隔を空けて複数本
設けられることを特徴とする。
【０００８】
　さらに、請求項３に記載の発明は、前記スウィング部材に、前記ガイドシャフトを前記
傾動部材の最大起立角度及び又は最大傾斜角度で係止する係止手段を設けたことを特徴と
する。
【０００９】
　さらに、請求項４に記載の発明は、前記係止手段を、前記スウィング部材の各スウィン
グプレート部に複数設けることを特徴とする。
【００１０】
　さらに、請求項５に記載の発明は、前記傾動部材を平面型ディスプレイ装置とし、この
平面型ディスプレイ装置を、前記スウィング部材に対して支持部材を介して取り付けられ
るように成したことを特徴とする。
【００１１】
　そして、請求項６に記載の発明は、前記制御部材を、前記傾動部材の最大起立位置と最
大傾斜角度からの傾動時において、所定傾動角度まで前記スウィング部材より先に傾動す
るように構成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明は以上のように構成したので、平板型ディスプレイ装置などの傾動部材を、載置
台上に載置したベース部材に対して、その上端部側を後方へ突出させることなく傾斜させ
ることができ、かつ各種傾斜角度において安定、停止、保持させることができた上で、傾
斜位置から平面型ディスプレイ装置などの傾動部材を起こす場合にもその重量をあまり感
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じさせることなく、軽く操作できるという効果を奏し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明に係るスウィングヒンジの使用状態を背面から見た斜視図である。
【図２】本発明に係るスウィングヒンジの背面図である。
【図３】本発明に係るスウィングヒンジの要部を示す拡大斜視図である。
【図４】本発明に係るスウィングヒンジの分解斜視図である。
【図５】第１ガイドシャフトと第２ガイドシャフトの部分を説明する拡大正面図である。
【図６】本発明に係るスウィングヒンジの制御部材のフリクション手段の拡大分解斜視図
である。
【図７】本発明に係るスウィングヒンジの第１の係止手段の拡大分解斜視図である。
【図８】本発明に係るスウィングヒンジの第２の係止手段の拡大分解斜視図である。
【図９】本発明に係るスウィングヒンジを用いた平面型ディスプレイ装置の最大起立角度
における側面図である。
【図１０】図９に示した状態の側断面図である。
【図１１】図９に示した状態における第１の係止手段による第１ガイドシャフトに対する
係止状態を示す拡大側面図である。
【図１２】図９に示した状態から２０度後方へ傾斜させた状態の側面図である。
【図１３】図１２に示した状態の側断面図である。
【図１４】本発明に係るスウィングヒンジを用いた平面型ディスプレイ装置の中間傾斜角
度における側断面図である。
【図１５】本発明に係るスウィングヒンジを用いた平面型ディスプレイ装置の最大傾斜角
度における側断面図である。
【図１６】図１５の状態における第２の係止手段による第２ガイドシャフトに対する係止
状態を示す拡大側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明に係るスウィングヒンジの最良の実施形態を図面に基づいて説明する。尚
、本明細書及び特許請求の範囲において、単にガイドシャフトという場合には、後述する
第１ガイドシャフトと第２ガイドシャフト、及びそれ以上の数のガイドシャフトを含む場
合があり、また、単に係止手段という場合には、後述する第１の係止手段と第２の係止手
段の双方、或は一方を含む場合がある。さらに、第１の係止手段と第２の係止手段は、そ
れぞれ一対づつ設けられているが、それぞれ１個のみの場合も含んでいる。さらに、本明
細書及び特許請求の範囲において、傾動部材とは、液晶テレビジョン、プラズマテレビジ
ョン、さらには、モニターテレビジョン、及びタブレット型ディスプレイ装置などの平面
型ディスプレイ装置、その他の起立状態と傾動状態で用いるものを含んでいる。
【実施例１】
【００１５】
　図面によれば、とくに図１乃至図２は、本発明に係るスウィングヒンジとこれを用いた
平面型ディスプレイ装置を示し、指示記号Ａのものは、本発明に係るスウィングヒンジを
示す。また、指示記号Ｂのものは、このスウィングヒンジＡに取り付けられたところの上
述した各種平面型ディスプレイ装置、その他の各種傾動部材を示している。
【００１６】
　次に、図１乃至図１６に示したように、本発明に係るスウィングヒンジＡは、平面矩形
状を呈したベース部材１と、このベース部材１上に所定間隔を空けて立設された一対の取
付部材２、２と、この各取付部材２、２の内側にそれぞれ回転シャフト３、３を介して所
定範囲において回転可能に取り付けられたところのフリクション機構４、４を有する一対
の制御部材５、５と、この各制御部材５、５の間に所定間隔を空けて軸架させた一対の第
１ガイドシャフト６１と第２ガイドシャフト６２と、３個の連結板部７ａ、７ｂ、７ｃを
介してその両側部から折り曲げたスウィングプレート部７ｄ、７ｄを有し、この各スウィ
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ングプレート部７ｄ、７ｄに設けた円弧状のガイド溝７ｅ、７ｅに各第１ガイドシャフト
６１と第２ガイドシャフト６２を挿通させたスウィング部材７と、このスウィング部材７
のスウィングプレート部７ｄ、７ｄの下端部側にスウィングシャフト８を介して搖動可能
に取り付けられたスプリング取付部材９と、取付部材２、２の取付プレート部２ａ、２ａ
に設けた軸受孔２ｈ、２ｈへ回転自在に軸架させた取付シャフト１０へ取り付けられた一
対のゼンマイ部１１、１１と、第１ガイドシャフト６１を係止する第１の係止手段１２、
１２と、第２ガイドシャフト６２を係止する第２の係止手段１３、１３と、で構成されて
いる。スウィング部材７の取付板部７ｈ、７ｈには平面矩形状の支持部材ｂが、図示して
ない取付ビスによって取り付けられ、この支持部材ｂに平面型ディスプレイ装置、その他
の傾動部材Ｂが同じく図示してない取付ビスによって、取り付けられている。
【００１７】
　勿論、ここのところは、スウィング部材７に平面型ディスプレイ装置、その他の各種傾
動部材Ｂを直に取り付けてもよい。尚、第１ガイドシャフト６１と第２ガイドシャフト６
２は、実施例によって、１本の場合もあり、２本以上の場合もある。また、第１の係止手
段１２、１２と第２の係止手段１３、１３は、実施例によって１組の場合と２組の場合が
ある。また、一対のゼンマイ部１１、１１は、これらを１個とする場合もあり、さらに引
張コイルスプリングに代えることは可能である。
【００１８】
　次に、ベース部材１は、図示してない載置台上に載置されるもので、図面では平面矩形
状を呈している。このベース部材１の構成材料は原則として樹脂であるが、このものに限
定されない、また、その形状は、図面のものに限定されず、他の円盤状のものをはじめと
して、種々の多角形状のものを必要に応じて用いることができる。
【００１９】
　次に、取付部材２、２は、ＳＵＳのような金属プレートをプレス加工して作ったもので
あり、左右対称であるのみでその構成は同じである。これらの取付部材２、２は、取付プ
レート部２ａ、２ａと、この取付プレート部２ａ、２ａの下端部側より折り曲げて設けた
取付板部２ｂ、２ｃ・２ｂ、２ｃと、取付プレート部２ａ、２ａの一側部から折り曲げて
設けた補強板部２ｄ、２ｄとを有し、取付板部２ｂ、２ｃ・２ｂ、２ｃをベース部材１上
に図示してない取付ビスを用いてネジ止めされることにより、所定間隔を空けて直立させ
られている。
【００２０】
　この取付部材２、２の各取付プレート部２ａ、２ａには、その上方一側部に設けたフリ
クション機構４、４の回転シャフト３、３用の軸受孔２ｅ、２ｅと、この軸受孔２ｅ、２
ｅを挟んで一方の側に設けた円弧状のガイド溝２ｆ、２ｆと、他方の側に設けた係止孔２
ｇ、２ｇが設けられると共に、さらにその上端部一側部には後述するゼンマイ部１１、１
１を取り付ける取付シャフト１０を軸架させる軸受孔２ｈ、２ｈ（図４に一方のみ表示）
が設けられている。
【００２１】
　次に、制御部材５、５は、左右対称のプレート状のものであり、その略中央部にそれぞ
れ隆起部５ａ、５ａが設けられ、この隆起部５ａ、５ａに所定間隔を空けて、第１ガイド
シャフト６１と第２ガイドシャフト６２を取り付ける取付孔５ｂ、５ｃ・５ｂ、５ｃが設
けられている。制御部材５、５にはまた、後述するフリクション機構４、４の回転シャフ
ト３、３を取り付ける変形取付孔５ｄ、５ｄが設けられると共に、その縁部に係止片５ｅ
、５ｅが設けられている。
【００２２】
　次に、フリクション機構４、４は、左右対称の同一の構成である。とくに図４と図６に
示したように、このフリクション機構４、４は、取付部材２、２の軸受孔２ｅ、２ｅに対
して回転可能に取り付けた回転シャフト３、３と、この回転シャフト３、３に回転を規制
されて取り付けられた第１フリクションワッシャー１５、１５と、取付部材２、２の取付
プレート部２ａ、２ａを挟んで回転シャフト３、３に取り付けられると共に、取付部材２
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、２に回転規制して取り付けられている第２フリクションワッシャー１６、１６と、この
第２フリクションワッシャー１６、１６に隣接して回転シャフト３、３に取り付けられた
スプリングワッシャー１７、１７と、このスプリングワッシャー１７、１７に隣接して回
転シャフト３、３に回転を規制されて取り付けられた押えワッシャー１８、１８と、この
押えワッシャー１８、１８に隣接して回転シャフト３、３に設けた雄ネジ部３ｇ、３ｇに
ネジ着されたナット１９、１９とで構成されている。尚、ナット１９、１９はこれを省略
して、かしめに代えることもできる。
【００２３】
　次に、回転シャフト３、３は、同じ構成であるので、詳しくはその一方のみを説明する
と、とくに図６に示したように、回転シャフト３は、その一端部側に設けた６角形状を呈
した変形取付部３ａと、この変形取付部３ａに続いて設けられた外周に係止溝３ｂを設け
たフランジ部３ｃと、このフランジ部３ｃに続いて設けられた小径円形軸部３ｄと、この
小径円形軸部３ｄに続いて設けられた第１変形軸部３ｅと、この第１変形軸部３ｅに続い
て設けられた第２変形軸部３ｆと、この第２変形軸部３ｆの外周に設けられた雄ネジ部３
ｇと、この雄ネジ部３ｇにネジ着されるナット１９とで構成されており、変形取付部３ａ
を制御部材５の変形取付孔５ｄへ挿入固定させ、小径円形軸部３ｄを取付部材２の取付プ
レート部２ａに設けた軸受孔２ｅへ軸支させている。もう一方の回転シャフト３も同じ構
成である。回転シャフトの変形取付部３ａは、実施例では、変形取付孔５ｄにかしめて固
定されるが、このものに限定されない。
【００２４】
　第１フリクションワッシャー１５は、とくに図６に示したように、その中心部軸方向に
設けた挿通孔１５ａと、その外周に設けた係止片１５ｂと、その面部に設けた複数の油溜
部１５ｃを有し、挿通孔１５ａへ回転シャフト３の小径円形軸部３ｄを挿通させ、係止片
１５ｂを回転シャフト３のフランジ部３ｃに設けた係止溝３ｂに係止させることによって
、回転シャフト３と共に回転するように構成されている。
【００２５】
　第２フリクションワッシャー１６は、同じくとくに図６に示したように、その中心部軸
方向に設けた挿通孔１６ａと、その外周に設けた係止片１６ｂと、その面部に設けた複数
の油溜部１６ｃを有し、挿通孔１６ａへ回転シャフト３の小径円形軸部３ｄを挿通させ、
係止片１６ｂを取付部材２に設けた係止孔２ｇ、２ｇに係止させることによって、取付部
材２に回転規制されて非回転に取り付けられている。スプリングワッシャー１７は、同じ
くとくに図６に示したように、その軸心部軸方向に設けた挿通孔１７ａに回転シャフト３
の小径円形軸部３ｄを挿通させている。尚、このスプリングワッシャー１７は皿バネであ
ってもよく、また、その使用枚数に限定はない。押えワッシャー１８はその中心部軸方向
に設けた変形挿通孔１８ａに回転シャフト３の第１変形軸部３ｅを挿通させて回転シャフ
ト３と共に回転するように構成されている。
【００２６】
　このようにして、フリクション機構４、４は、とくに図６に記載されたものから解るよ
うに、ナット１９、１９を締め付けることにより、第１フリクションワッシャー１５、１
５と第２フリクションワッシャー１６、１６が、取付部材２、２の取付プレート部２ａ、
２ａとスプリングワッシャー１７、１７に圧接し、制御部材５、５が回転する際に回転シ
ャフト３、３が共に回転し、第１フリクションワッシャー１５、１５と取付プレート部２
ａ、２ａの間と、第２フリクションワッシャー１６、１６とスプリングワッシャー１７、
１７との間にフリクショントルクが創出されるように構成されている。尚、スプリングワ
ッシャー１７、１７は、この実施例の場合には、押えワッシャー１８、１８と共に回転シ
ャフト３、３と一緒に回転する構成であるが、このものに限定されない。
【００２７】
　次に、第１ガイドシャフト６１と第２ガイドシャフト６２は、とくに図５に示したよう
に、それぞれその中央部の大径円形軸部６１ａ、６２ａと、この各大径円形軸部６１ａ、
６２ａの両端部に続いて設けられた中径円形軸部６１ｂ、６１ｂ・６２ｂ、６２ｂと、こ
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の中径円形軸部６１ｂ、６１ｂ・６２ｂ、６２ｂの各両端部に続いて設けられた小径円形
軸部６１ｃ、６１ｃ・６２ｃ、６２ｃとから成り、さらに、小径円形軸部６１ｃ、６１ｃ
・６２ｃ、６２ｃには、その外周にＥリング６１ｅ、６１ｅ・６２ｅ、６２ｅの係止用周
溝６１ｄ、６１ｄ・６２ｄ、６２ｄが設けられている。
【００２８】
　この第１ガイドシャフト６１と第２ガイドシャフト６２は、それぞれの係止用周溝６１
ｄ、６２ｄ・６１ｄ、６２ｄに取り付けたＥリング６１ｅ、６１ｅ・６２ｅ、６２ｅで各
制御部材５、５の取付孔５ｂ、５ｃ・５ｂ、５ｃへ抜け出ないように取り付けられている
、この第１ガイドシャフト６１と第２ガイドシャフト６２は、また、その各中径円形軸部
６１ｂ、６１ｂ・６２ｂ、６２ｂは、スウィング部材７の各スウィングプレート部７ｄ、
７ｄに設けたガイド溝７ｅ、７ｅをスライド可能に貫通している。スウィング部材７の各
スウィングプレート部７ｄ、７ｄの内側には、その挿通孔に第１ガイドシャフト６１と第
２ガイドシャフト６２を挿通させつつワッシャー６１ｆ、６１ｆ・６２ｆ、６２ｆが介在
させられている。
【００２９】
　次に、スウィング部材７には、とくに図４と図７、図８に記載したところから解るよう
に、さらにその下端部側と上端部側に、第１の係止手段１２、１２と第２の係止手段１３
、１３を取り付ける取付孔７ｆ、７ｆ（一方のみ表示）と取付孔７ｉ、７ｉが設けられて
おり、これらの各取付孔７ｆ、７ｆ・７ｉ、７ｉに隣接して係止孔７ｇ、７ｇ（一方のみ
表示）と係止孔７ｊ、７ｊが設けられている。スウィング部材７のスウィングプレート部
７ｄ、７ｄの下端部側には、さらに、フランジ部８ａ付きのスウィングシャフト８を軸受
する取付孔７ｋ、７ｋが設けられると共に、支持部材ｂの取付板部７ｈ、７ｈが設けられ
ている。
【００３０】
　次に、スプリング取付部材９は、とくに図４に示したように、基板部９ａとこの基板部
９ａの両側部より折り曲げた取付部９ｂ、９ｂから成り、各取付部９ｂ、９ｂに設けた取
付孔９ｃ、９ｃにスウィングプレート部７ｄ、７ｄに設けた取付孔７ｋ、７ｋに取り付け
たスウィングシャフト８を挿通させ、スウィング部材７に揺動可能に取り付けられており
、基板部９ａにはゼンマイ部１１、１１の各先端部１１ａ、１１ａが図示してない取付ネ
ジによって取り付けられている。このスプリング取付部材９には、スウィング部材７の動
作時に当該スウィング部材７のとくに連結板部７ａとゼンマイ部１１、１１が互いに傷つ
け合わないようにするための、合成樹脂製のカバー２２が取り付けられている。尚、スウ
ィングシャフト８はその一端部に設けたフランジ部８ａを取付孔７ｋ、７ｋの一方のもの
に係止させ、他端部側をもう一方の取付孔７ｋへかしめて抜け出ないように取り付けてあ
る。　
【００３１】
　各ゼンマイ部１１、１１は取付シャフト１０に固定されていることが望ましい。さらに
、取付シャフト１０の両端部には、とくに図４に示したように、周溝１０ａ、１０ａが設
けられ、この周溝１０ａ、１０ａが取付孔７ｋ、７ｋを貫通した部分にＥリング１０ｂ、
１０ｂが係合されて取付シャフト１０の軸方向の動きを規制する構成である。
【００３２】
　次に、第１の係止手段１２、１２は、スウィング部材７の最大起立角度（実施例では９
５度）において、制御部材５、５間に軸架させた第１ガイドシャフト６１を係止して、平
面型ディスプレイ装置などの傾動部材Ｂの姿勢を安定的に保持させるためのものであり、
スウィング部材７の各スウィングプレート部７ｄ、７ｄの下端部側にそれぞれ内側に向け
て設けられている。この第１の係止手段１２、１２は、取付ネジ２３、２３でスウィング
部材７の下端部に取り付けられた、スプリングクリップベース２４、２４と、スプリング
クリップ２５、２５と、スプリングクリップワッシャー２６、２６とから構成されている
。尚、この第１の係止手段１２、１２は、図４ではその構成に付き一方のみしか記載され
ていないが、図７に示したように、同じ構成である。



(8) JP 2014-236390 A 2014.12.15

10

20

30

40

50

【００３３】
　このうちのスプリングクリップベース２４、２４には、その中心部軸方向へ挿通孔２４
ａ、２４ａが設けられ、片面側にスプリングクリップ２５、２５の固定部２４ｂ、２４ｂ
が設けられると共に、その両側部の対向位置にそれぞれ突出方向を変えて係止突起２４ｃ
、２４ｃと２４ｄ、２４ｄが設けられており、一方の係止突起２４ｃ、２４ｃはスウィン
グプレート部７ｄ、７ｄに設けた取付孔７ｆ、７ｆに隣接して設けた係止孔７ｇ、７ｇへ
挿入されている。スプリングクリップ２５、２５は、湾曲部２５ａ、２５ａとこの湾曲部
２５ａ、２５ａに続いて設けられたフック部２５ｂ、２５ｂとで構成されており、取付部
２５ｃ、２５ｃをスプリングクリップベース２４、２４の固定部２４ｂ、２４ｂへ嵌入さ
せて姿勢制御されている。スプリングクリップワッシャー２６、２６にはその中心部軸方
向に設けた雌ネジ孔２６ａ、２６ａと、その外周部に設けた係止溝２６ｂ、２６ｂが設け
られており、係止溝２６ｂ、２６ｂにはスプリングクリップベース２４、２４に設けた係
止突起２４ｄ、２４ｄが係止されている。取付ネジ２３、２３はその先端をスプリングク
リップワッシャー２６、２６に設けた雌ネジ孔２６ａ、２６ａへネジ着させてもいいが、
単に挿入させてそのスプリングクリップワッシャー２６、２６から露出した端部にナット
を取り付けたり、かしめてスプリングクリップワッシャー２６、２６へ固定させたりする
ことができる。
【００３４】
　第２の係止手段１３、１３は、スウィング部材７の最小起立角度（実施例においては２
１．６度）において制御部材５、５に設けた第２ガイドシャフト６２を係止して、平面型
ディスプレイ装置などの傾動部材Ｂの姿勢を安定的に保持させるためのものであり、スウ
ィング部材７の各スウィングプレート部７ｄ、７ｄの上端部側にそれぞれ内側に向けて設
けられている。この第２の係止手段１３、１３は、取付ネジ２７、２７でスウィング部材
７の上端部の内側に取り付けられた、スプリングクリップベース２８、２８と、スプリン
グクリップ２９、２９と、スプリングクリップワッシャー３０、３０とから構成されてい
る。このうちのスプリングクリップベース２８、２８には、その中心部軸方向へ挿通孔２
８ａ、２８ａが設けられると共に、一側面にスプリングクリップ２９、２９を固定させる
固定部２８ｂ、２８ｂが設けられている。
【００３５】
　また、このスプリングクリップベース２８、２８には、その中心部軸方向へ挿通孔２８
ａ、２８ａが設けられ、片面側にスプリングクリップ２９、２９の固定部２８ｂ、２８ｂ
が設けられると共に、その両側部の対向位置にそれぞれ突出方向を変えて係止突起２８ｃ
、２８ｃと２８ｄ、２８ｄが設けられており、一方の係止突起２８ｃ、２８ｃは、スウィ
ングプレート部７ｄ、７ｄに設けた取付孔７ｉ、７ｉに隣接して設けた係止孔７ｊ、７ｊ
へ挿入されている。スプリングクリップ２９、２９は、湾曲部２９ａ、２９ａとこの湾曲
部２９ａ、２９ａに続いて設けられたフック部２９ｂ、２９ｂとで構成されており、取付
部２９ｃ、２９ｃをスプリングクリップベース２８、２８の固定部２８ｂ、２８ｂへ嵌入
させて姿勢制御されている。スプリングクリップワッシャー３０、３０にはその中心部軸
方向に設けた雌ネジ孔３０ａ、３０ａと、その外周部に設けた係止溝３０ｂ、３０ｂが設
けられており、係止溝３０ｂ、３０ｂにはスプリングクリップベース２８、２８に設けた
もう一方の係止突起２８ｃ、２８ｃが係止されている。取付ネジ２７、２７はスプリング
クリップワッシャー３０、３０に設けた雌ネジ孔３０ａ、３０ａへネジ着させてもよいが
、単に挿入させてスプリングクリップワッシャー３０、３０から露出した端部にナットを
取り付けたり、かしめてスプリングクリップワッシャー３０、３０へ固定させたりするこ
とができる。
【００３６】
　各取付部材２、２の各取付プレート部２ａ、２ａの上端部側に軸架した取付シャフト１
０には、一対のゼンマイ部１１、１１が取り付けられている。この各ゼンマイ部１１、１
１の各先端部１１ａ、１１ａは、上述したように、スウィング部材７の各スウィングプレ
ート部７ｄ、７ｄの下端部側にスウィングシャフト８を介して回動可能に取り付けたスプ
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リング取付部材９の基板部９ａに取り付けられている。
【００３７】
　したがって、図９に示したように、平面型ディスプレイ装置などの傾動部材Ｂがその水
平位置から９５度の最大起立角度の状態にあるときには、第１の係止手段１２、１２のス
プリングクリップ２５、２５が、とくに図１０と図１１に示したように、第１ガイドシャ
フト６１を係止しているので、この最大起立角度において、平面型ディスプレイ装置など
の傾動部材Ｂは安定的に停止保持状態にあり、多少の振動や揺れに対してもその傾斜角度
に変化は生じない。そして、この時には、制御部材５、５が、とくに図３に示したように
、直立状態にあって、その係止片５ｅ、５ｅが取付部材２、２の取付プレート部２ａ、２
ａに設けたガイド溝２ｆ、２ｆの始端部に位置している。尚、この最大起立角度は、実施
例のものに限定されない。
【００３８】
　次に、平面型ディスプレイ装置などの傾動部材Ｂを後方へ傾動させて行くと、まず、図
１３に示したように、第１の係止手段１２、１２によるスプリングクリップ２５、２５に
対する係合状態が解離され、次いで第１ガイドシャフト６１と第２ガイドシャフト６２が
、スウィング部材７のスウィングプレート部７ｄ、７ｄに設けたガイド溝７ｅ、７ｅに案
内されて、傾動部材Ｂは図１４に示したように後方へ倒れて行き、最大限傾動された図１
５と図１６に示した傾動位置で、第２の係止手段１３、１３のスプリングクリップ２９、
２９が、第２ガイドシャフト６２と係合するまで傾動して停止する。この最大傾斜角度は
水平面に対して２１．６度であるが、この傾斜角度に限定されない。
【００３９】
　一方、スウィング部材７が後方へ倒れて行くと、スプリング取付部材９に取り付けられ
たゼンマイ部１１、１１が引き出される。この引き出されたゼンマイ部１１、１１は、ス
ウィング部材７が自然に後方へ傾動して行くことを防止すると共に、傾動させた平面型デ
ィスプレイ装置などの傾動部材Ｂを起こして元位置に戻して行くときに、平面型ディスプ
レイ装置などの傾動部材Ｂの重量を減殺させて、当該平面型ディスプレイ装置などの傾動
部材Ｂを起こし易くすることができるものである。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
　本発明は、以上のように構成したので、スウィング部材に取り付けた平面型ディスプレ
イ装置などの各種傾動部材を、その上端部側を後方へ突出させることなく、起立状態から
様々な傾斜角度に傾斜させて、任意の傾斜角度で安定停止させておくことができるので、
液晶テレビジョンや、プラズマテレビジョン、同モニターテレビジョン、及びタブレット
型ディスプレイ装置などの平面型ディスプレイ装置を始とする各種傾動部材のスウィング
ヒンジとして好適に用いられるものである。
【符号の説明】
【００４１】
Ａ　スウィングヒンジ
Ｂ　傾動部材（平面型ディスプレイ装置）
ｂ　支持部材
１　ベース部材
２　取付部材
２ｆ　ガイド溝
５　制御部材
７　スウィング部材
７ｄ　スウィングプレート部
７ｅ　ガイド溝
９　スプリング取付部材
１１　ゼンマイ部
１１ａ　先端部
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１２　第１の係止手段
１３　第２の係止手段
６１　第１ガイドシャフト
６２　第２ガイドシャフト

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】



(13) JP 2014-236390 A 2014.12.15

【図１１】 【図１２】
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